
記
日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店は折込広告の社会的影響を考慮してつぎのような折込広告は取り扱わないことにしています。広告制作の際ご
注意下さい。

　1.折込部数改定　改定実施月　2019年2月

　2.営業時間および搬入日時 1.内容のあいまいな広告

①当社の営業時間は、9時より17時までです。

②当社は日曜日、祝日、新聞休刊日、第3・第4・第5土曜日

年末年始は休日です。搬入には十分ご注意ください。 2.虚偽誇大な広告

③折込広告の搬入日時は、配布地区により異なります。 　虚偽誇大な表現により、読者に不利益を与えるおそれのあるもの。

　3.注意事項 3.政治問題について極端な主義主張を述べた広告

①新聞販売店の区域と行政区域は、必ずしも一致しているとは 4.中傷ひぼう広告

限りませんので予めご了承願います。 　意見広告など他者を中傷ひぼうした内容のもの。また社会問題となっているものや係争中の事柄を取り扱った広告。

②新聞折込広告取り扱い基準などにより折り込みをお断りする 5.迷信に類する広告

場合もございますので予めご承知願います。 　医・薬学等を否定する内容や迷信に類する非科学的なもの。

③天候及び交通事情などにより、ご指定の折り込み日に折り込み 6.せん情的な広告

ができない場合もございますので予めご承知願います。 　せん情的な文書や写真・図案等を使用したもので、青少年に有害とみられるおそれのあるもの。

7.抽選券等を刷り込んだ広告

　抽選券、懸賞応募券、福引券、金券等を刷り込んだもの。又はクーポン広告の規則・総則に違反したもの。

8.不備なクーポン広告

　・クーポン券が使える対象の商品名やサービスの内容が記載されてないもの。

　・クーポン券の使用有効期限がないもの。

　・その他、クーポン広告規則・細則に違反したもの。

9.不備な不動産広告

10.不備な賃金業広告

　賃金業広告で賃金業規制法で定められた必要事項が表示されていないもの。

11.新聞形態の広告

　新聞本紙の正常な配布に支障をきたすもの。および新聞本紙と誤認されやすいもの。

12.その他折込広告としての不適切と認められる広告

2023年11月現在

　責任の所在及び内容のはっきりしないもの。広告主の所在地、事業者名又は責任者名の記載がなく、広告の　内容のはっきりしないもの。

　不動産の賃貸借・分嬢広告については、広告主・免許番号・物件・交通・価格・広さ・　取引態様（売主・仲介・代理）の表示など、法や自治体の指示・公正競
争規約等に反するもの。
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